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はじめに 

 2017年６月に「刑法の一部を改正する法律」
（平成29年法律第27号）が成立し、同年７月13
日より施行 

刑法の一部を改正する法律附則９条 

附則９条は、「性犯罪における被害の実情、こ
の法律による改正後の規定の施行の状況等を勘
案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を
行うための施策の在り方について検討を加え」
るものと規定 



なぜ婦人相談員？ 





DV、貧困、家庭破綻、障害など様々な困難
の背景に、性暴力被害が存在していることが
明らかに・・・ 





）      

「夫等からの暴力」（39.9%）を主訴
とする相談者のうち62.1%が、 

「離婚問題」（16.7%）を主訴とする相談者
のうち10.3%が、性暴力被害を受けている 

（厚労省2018: 135-7） 

⇒各相談者が抱える生活課題を発見する過程で
性暴力被害の存在が明らかになる 



調査方法 

 
。 

２０１９年７月～８月実施  

厚生労働省のホームページにある全国婦人相談所一
覧を基に、都道府県に設置されている婦人相談所51
カ所及び都道府県庁47カ所に対し、婦人相談員宛に
調査票を送付 

8 



結 果 



被害者： 

 30歳代の割合が最も多いが、20代、40代の女
性もそれぞれ20％以上おり、20，30，40歳だ
けだけで、約8割を占める。 

 20歳未満が1割を示し、小中高生が5．6％相談に
きているという事実も看過できない。 

性別は女性が96.2％、男性が0.3％、日本国籍が
92.9％、外国籍が3.6％ 
 



被害者： 

非正規雇用の女性が3割を超え、無職も約2割、生
活保護を受けているものも1割を超える 

ひとり暮らし9.7％、家族と同居しているものが多い。 
 構成は「子」が61.2％、「配偶者（内縁を含む）」
が58.9％、「親」が31.4％ など 

障がいのある被害者が22.1％。そのうち、身体障
害」は4.6％、「知的障害」は24.1％、「精神障
害」は65.5％。 

 障害のある被害者のうち、障がい者手帳を受けて
いたのは、42.5％。 



性暴力被害： 
性器、肛門、口腔内への『性器の』挿入が23.7％ 

性器、肛門、口腔内への『異物』の挿入が1.3％ 

性的強要が63.1％ 

→強制性交罪に該当する可能性もある性暴力被害を
受けているケースが2割を超えている 

被害を受けてから、相談するまでの期間、最も多い
のが、７年以内であり、10年を超えるケースも２
割近く 

こうした性暴力被害は、「継続的」に行われている
ケースが多く86.5％に及ぶ。「１回限り」のケース
は、約１割 

性暴力被害を主にあった場所については、「被害者
宅」（自宅で被害を受けたケース）が76.8％ 



加害者: 

 6割以上が配偶者・元配偶者 

9割以上の加害者が男性であることから、実父、
継父、兄弟などが加害者であるケースは約2割を
占め、約8割の性暴力が家族間で起こっている 

主な加害者の性別については、「男性」が
98.5％、「女性」が0.8％ 



性暴力被害後の変化: 

性暴力被害後に、身体に変化があったと回答した
のは約半数 

そのうち7割に「不眠」の症状がでていた 

精神に変化が出ていると回答していたのが約7割 

   そのうち「不安感」が最も高く71.9％    
       「恐怖感」が55.1％、 
       「抑うつ」が45.3％、 
       「フラッシュバック」が24.8％ 



虐待経験 

被害者が過去に「性暴力被害（性的虐待を含む）
を受けた経験」      あり 15.0％ 

  

被害者が過去に「児童虐待（性的虐待を除く）
を受けた経験」      あり 23.4％  

                          



相談のきっかけと主訴: 

主訴 
「配偶者からの暴力」51.1％、 
「交際相手からの暴力」4.1％、 
「子どもからの暴力」0.5％、 
「親族からの暴力」13.2％、 
「離婚問題・家庭不和」3.1％、 
「帰住先なし・住居問題」3.1％、 
「ストーカー行為」0.5％、 
「男女問題（ストーカー行為を除く）」0.3％、    
「売春強要」0.3％、「経済関係」1.3％、 
「その他」6.9％ 

きっかけ 「関係機関からの紹介・引継ぎ」が最も多く
48.9％、「本人が調べた（ＨＰをみた等）」が28.0％ 

  →すでに別の機関で相談を行っている被害者が多い 



中長期的支援（生活支援、法的支援、心理的支
援）については、6割以上が行われていた。 

支援:  

急性期の支援を行ったケースは17.6％ 

警察に通報を行ったケースは、14.0％ 

2次被害防止のための事前調整を行ったケースが 
                   11.5％、 

証拠の採取が行われたケースは、1.3％、採取され
た証拠が存在したのは0.8％、 



刑事手続: 

相談後被害届または告訴状が提出されたのは、 
                 8.7％（34人） 
被害届/告訴状を提出した34人のうち、 
 被害届/告訴状の受理されたのは24人（70.6％）、   
 受理されなかったのは7人（20.6％） 

被害届/告訴状が受理された17人のうち、主な加害
者の起訴につながったのは17人（60.7％） 

起訴された17人のうち、 
  有罪となったのは、8人（47.1％） 



示談: 

婦人相談員への相談後に示談が成立したケースは
6.1％で、未成立のケースは30.0％ 

支援の終了について: 

「本人の判断による」35.1％、 
 「関係機関への引き継ぎ」としたものが25.2％、   
 「問題の解決がなされた」としたものが12.7％ 



考 察 

性刑法改正後の性暴力対策（被害者
支援を含む）のあり方 



1．配偶者間における強制性交等罪の明文規定
の設置。 

配偶者間における強姦（強制性交等罪）は、構
造化（潜在化）した性暴力の典型例 

2．相談対応の拡充～男性、LGBT、外国人の対応 

3．中長期支援及び多機関連携の拡充 

4．リプロダクティブ・ヘルス／ライツによる性暴
力予防に関する学校教育の必要性 

cf.韓国 



「性暴力を根絶し、被害者も加害者も出さない社会、性暴
力を許さず、被害者には寄り添う心を共有する社会をつく
るため、学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規
定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教
育学校及び特別支援学校のうち公立の学校の長は、その児
童又は生徒に対し、発達の段階に応じた性暴力の根絶及び
性暴力の被害者の支援に関する総合的な教育を行うよう努
めるものとする。 

「福岡県における性暴力を根絶し、性
被害から県民等を守るための条例」 

11条1項 

11条2項 
「前項の教育は、性差別等人権に関する教育、体や性の仕組
みに関する教育、性に関する心理学的見地からの教育並びに
性暴力及び性被害の実情等に関する教育を含むものとし、そ
れぞれの分野に関し専門的な知識及び経験を有する専門家で
県が派遣するものによって行う。」 
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